
和歌山県建設工事共同企業体取扱要綱

（目的）

第１ 条 この 要綱 は 、県 の 発注 する 建設 工 事に 係る 共 同企 業 体の 適正 な活 用の

確 保 を図 る た め 、 その 基 本的 要件 、結 成 手続 等に つ いて 、 必要 な事 項を 定め

る も のと す る 。 た だし 、 地方 公共 団体 の 物品 等又 は 特定 役 務の 調達 手続 の特

例 を 定め る 政 令 （ 平成 ７ 年政 令第 ３７ ２ 号） が適 用 され る 建設 工事 につ いて

は、別途定めるところによる。

（定義）

第２ 条 この 要綱 に おい て 、次 の各 号に 掲 げる 用語 の 意義 は 、次 に定 める とこ

ろによる。

(１ ) 「 共同 企業 体 」と は、 特定 建 設工 事共 同 企業 体及 び経常 建設共 同企業

体をいう。

(２ ) 「 特定 建設 工 事共 同企 業体 」 とは 、主 と して 大規 模かつ 技術的 難度の

高 い工 事 の 施 工 に際 し て 、 技 術力 等 を 結 集 する こ と に より 工 事 の安 定的

施 工を 確 保 す る 目的 で 、 県 が 発注 す る 工 事 ごと に 結 成 され る 共 同企 業体

をいう。

(３ ) 「 経常 建設 共 同企 業体 」と は 、中 小建 設 業者 が継 続的な 協業関 係を確

保 する こ と に よ り、 そ の 施 工 力及 び 経 営 力 を強 化 す る 目的 で 結 成す る年

間を通じて有効な共同企業体をいう。

（特定建設工事共同企業体の基本的要件）

第３ 条 特定 建設 工 事共 同 企業 体の 基本 的 要件 は、 次 に定 め ると おり とす る。

(１ ) 構 成員 は、 当 該建 設工 事の 種 類に つい て 、建 設業 法（昭 和２４ 年法律

第 １ ０ ０ 号 。 以 下 「 建 設 業 法 」 と い う 。） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く

特 定建 設 業 の 許 可を 受 け ５ 年 を経 過 し て い る者 で 、 和 歌山 県 の 発注 する

建 設工 事 の 競 争 参加 資 格 を 有 する も の で あ るこ と 。 た だし 、 す でに 経常

建設共同企業体を結成している者は、構成員になることはできない。

(２ ) 構 成員 は、 原 則と して ３者 以 内と する こ と。 ただ し、工 事金額 及び技

術的難度の高い工事についてはこの限りではない。

(３ ) 構成員は、和歌山県の建設工事の入札参加資格を有すること。

(４ ) 前 各号 に規 定 する もの のほ か 、結 成条 件 等必 要事 項は、 各発注 機関に

おいて別途定めるものとする。

（特定建設工事共同企業体対象工事）

第４ 条 特定 建設 工 事共 同 企業 体の 対象 と なる 工事 は 、次 の 各号 のい ずれ かに

該当する工事とする。

（１ ） 県 外企 業の 高 度な 技術 力を 必 要と する 工 事で 県内 業者へ の技術 移転が

必要な工事

（２） 今後も継続的な発注が見込まれ県内業者の育成の必要がある工事

（３ ） 研 究開 発型 、 実験 型等 の工 事 で特 定建 設 工事 共同 企業体 による 施工が

必要と認められる工事

（４ ） 前 各号 に規 定 する もの のほ か 、規 模、 性 格等 に照 らし特 定建設 共同企



業体による施工が必要と認められる工事

（特定建設工事共同企業体の結成手続）

第５ 条 特定 建設 工 事共 同 企業 体を 結成 し よう とす る 者は 、 原則 とし て自 主的

に結成し、次条の各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

（特定建設工事共同企業体の提出書類）

第６ 条 特定 建設 工 事共 同 企業 体が 結成 に 必要 とす る 提出 書 類は 、次 のと おり

とする。

(１ ) 建設工事入札参加資格審査申請書（共同企業体） 別記第１号様式

(２ ) 特定建設工事共同企業体協定書 別記第２号様式

(３ ) 委任状 別記第３号様式

（出資比率）

第７ 条 共同 企業 体 の各 構 成員 の出 資比 率 は、 技術 者 を適 正 に配 置し て共 同施

工を確保し得るよう構成員数を勘案して定めなければならない。

２ 前項 の出 資比 率 は、 次 の各 号に 掲げ る 構成 員数 に 応じ 、 当該 各号 に定 める

割合を下回ってはならない。

(１ ) 構成員が２者の場合 ３０％

(２ ) 構成員が３者の場合 ２０％

（代表者の選定等）

第８ 条 特定 建設 工 事共 同 企業 体の 代表 者 は、 構成 員 の中 で 最大 の施 工能 力を

有 す る者 と し 、 代 表者 の 出資 比率 は、 構 成員 の中 で 最大 で なけ れば なら ない

ものとする。

２ 経常建設共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。

（経常建設共同企業体の基本的要件）

第９条 経常建設共同企業体の基本的要件は次のとおりとする。

(１ ) 構 成員 は、 資 本、 技術 及び 資 材を 相互 に 提供 する のみで なく、 技術者

及 び技 能 者 の 養 成、 下 請 業 者 の育 成 、 資 材 の共 同 購 入 など 工 事 の施 工に

当 たっ て 総 合 力 の発 揮 が で き 、実 質 的 施 工 能力 が 増 大 する も の であ るこ

と。

(２ ) 構 成員 は、 相 互の 利害 関係 の 複雑 化、 協 調の 困難 性を避 け、運 営責任

の 明確 化 を 図 る ため 、 県 内 に 主た る 営 業 所 を有 す る 建 設業 者 ３ 者以 内の

組合せとすること。

(３ ) 構 成員 は、 当 該建 設工 事 の種類 につ いて、 建設業 法第３ 条第１ 項の定

め に基 づ く 許 可 を受 け て ５ 年 を経 過 し て い る者 で 、 和 歌山 県 の 建設 工事

の入札参加資格を有するものであること。

(４ ) １の企業が参加できる経常建設共同企業体の数は、１に限ること。

（経常建設共同企業体の結成手続）

第 10条 経 常建 設共 同 企業 体を 結成 し よう とす る 者は 、次 に掲げ る書類 を知事



に提出しなければならない。

(１ ) 建設工事入札参加資格審査申請書（共同企業体） 別記第４号様式

(２ ) 経常建設共同企業体協定書 別記第５号様式

(３ ) 次条に規定する入札参加資格審査を行うために必要な書類

（経常建設共同企業体の入札参加資格審査）

第 11条 経 常建 設共 同 企業 体の 入札 参 加資 格審 査 は、 条件 付き一 般競争 入札に

お ける 和歌 山県 建 設工 事入 札 参加 資格 審 査取扱 い基準 （平 成 19年 11月 13日施

行）に基づき行うものとする。

（共同企業体による入札）

第 12条 特 定建 設工 事 共同 企業 体及 び 経常 建設 共 同企 業体 の行う 入札に ついて

は 、 別に 定 め る 場 合を 除 き、 別記 第６ 号 様式 によ る 入札 書 を使 用す るも のと

し 、 共同 企 業 体 の 代表 者 が代 理人 を選 定 した とき は 、別 記 第７ 号様 式に よる

委任状を使用するものとする。

附 則

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成７年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１３年１１月３０日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１４年４月１５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１６年６月１６日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１６年８月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。

附 則

こ の要 綱は 、平 成 ２１ 年 ７月 １５ 日か ら 施行 する 。 ただ し 、第 ３条 第１ 項に

ついては、平成２０年６月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成２２年６月１５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２３年１月１９日から施行する。


